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猶
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い
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中
国
漁
船

船
長
の
証
言
に
対
す
る
外
務
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対
応
等
に
関
す
る
再
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
浅
野
貴
博
君
提
出
尖
閣
諸
島
沖
で
我
が
国
の
海
上
保
安
船
に
衝
突
し
起
訴
猶
予
処
分
を
受
け
て
い
た
中
国

漁
船
船
長
の
証
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対
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外
務
省
の
対
応
等
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
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答
弁
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一
、
三
及
び
五
に
つ
い
て

在
外
公
館
は
、
外
国
報
道
機
関
に
よ
る
我
が
国
に
関
連
す
る
報
道
等
に
つ
い
て
情
報
収
集
を
行
い
、
公
電
等
に
よ
っ
て
外

務
本
省
に
対
す
る
報
告
を
行
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
報
告
文
書
に
つ
い
て
は
、
外
務
省
と
し
て
適
切
に
保
管
し
て
い
る
。
ま
た
、

こ
れ
ら
報
道
へ
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
そ
の
事
実
関
係
や
影
響
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
、
適
切
に
対
処
し
て
い
る
。

二
、
四
、
六
及
び
七
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
我
が
国
の
国
益
が
ど
う
害
さ
れ
る
」
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十

三
年
七
月
十
二
日
内
閣
衆
質
一
七
七
第
二
九
一
号
）
で
述
べ
た
と
お
り
、
外
務
省
と
し
て
、
個
別
の
報
道
へ
の
対
応
に
つ
い

て
は
、
そ
の
事
実
関
係
や
影
響
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
、
適
切
に
対
処
し
て
い
る
。


